
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

江山人権福祉センターだより 
人権と福祉のまちづくりをめざすコミュニティセンター 

２０２4（令和６）年１０月号 

鳥取市男女共同参画かがやきプラン 

神戸地区人権講演会 

創作教室 

かがやきプランとは 

だれもが性別にかかわりなく個人として

尊重され、また自立した個人として、その個

性や能力を十分に発揮できる「男女共同参

画都市・とっとり」の実現を目指して策定し、

４つのテーマと９つの目標を定めて取り組

みを進めています。 

（※詳しい内容は鳥取市の 

ホームページをご覧ください） 

「今後の孤独・孤立と向き合う地域づくりとは  

～地域共生社会の実現に向けて～」 

講師 ： 竹本 匡吾 さん 

（NPO法人 地域共生とっとり 理事長） 

【と き】 １０月２６日（土） 13：30～15：00 

【ところ】 神戸地区公民館 

【と き】  １０月１７日(木)  

9：00～（現地集合 8：45） 

【ところ】  大和スポーツ広場 

          （雨天：大和地区体育館） 

【参加費】  6００円(弁当・賞品代) 

【と き】 １１月１０日(日) 9：30～13：00 

【ところ】 江山人権福祉センター 

【講演会】 「なぜ、そこに部落があるのか？」 

講師 ： 西村 敦郎 さん 
            (赤碕文化センター所長) 

【行  事】  踊り ： おしどり会 

        マジックショー ： 谷本 清通 さん 
（ ） 

【その他】 作品展示、お食事、親ガニ・たこ焼など 

【と  き】 １０月３１日（木） 13：３0～ 

【ところ】 江山人権福祉センター 

【材料費】 1,000円～1,500円 

【講 師】 西根 雄司 さん （西根園芸） 

【持ち物】 手袋、ミニスコップ 

       ※鉢(プランター)の持込みＯＫ 

【申込締切】 １０月２４日（木） 

ー１０月６日から１２日は「鳥取市男女共同参画週間」ですー 

この機会に一緒に考えてみませんか 

男女共同参画とは 

「男だからこうあるべき」とか「女だからこ

うあるべき」といった考え方によって、その

人の生き方や行動を制限されることなく、男

女がよきパートナーとしてお互いに尊重しあ

い、性別に関わらず、さまざまな生活の場面

で、一人ひとりの個性や能力を十分に発揮で

きる社会のことです。 

共催事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 月 事 業 予 定 

会場：江山人権福祉センター 

料理教室 
７日（月）               10：00～12：00 

筋トレ＆ストレッチ 

７日（月）・２１日(月)       13：30～1４：３0 

グラウンドゴルフ大会 

１７日（木）              9:00～13：00 

創作教室 

３１日（木）             10：00～11：30 

子ども食堂 

2・16日(水）           1６：０0～1８：00 

学習支援事業 

2・９・16・２３日(水）       18：30～20：00 

会場：江山学園（うさぎ児童クラブ） 

手話教室 

３０日（水）                 15：00～16：00 

会場：倭文老人憩の家 

いきいき健康教室 

創作・５日（土）           13：00～１６：００ 

体操・２７日（日）          １０：００～11:00 

会場:神戸地区公民館 

千代ブロック人権・同和教育研究集会（共催事業） 

12日（土）              10：00～12：00 

神戸地区人権講演会（共催事業） 

２６日（土）              13：30～15：00 

１０月の専門相談日程 

（予約が必要です） 

カウンセラー相談 

８日（火）・２２日（火）   15：00～17：00 

1名／1時間（2名まで） 

夜間弁護士相談 

１７日（木）          18：30～20：30 

1名／30分（受付 3名まで） 

会場・問合せ先 

中央人権福祉センター ☎ 0857-24-8241 

開 催 事 業 の 様 子 

※日程については変更する場合がござい
ます。ご了承ください。 

ひとりで悩まないで！ 
-大切なのは誰かに相談することです- 

 
人権福祉センターは社会福祉法に基づく福祉

施設で、相談支援業務を中心に事業を展開して

います。人権に関わることをはじめ、生活上のさ

まざまな相談をお受けし、人権福祉センター職員

や専門相談員（カウンセラー・弁護士など）が問

題解決のための支援を行っています。  

発行：鳥取市江山人権福祉センター 〒680-1165 鳥取市下味野 1058-3 TEL（0857）53-1542 FAX（0857）53-1548 

９月９（月）～１０日（火）の２日間、関西大

学社会学部の内田龍史教授とゼミ学生１４

人が、江山人権福祉センターを拠点として、

鳥取における「部落差別」「性差別」「性的マ

イノリティへの差別」の取組を学び、学生向

けの啓発サイトづくりの参考とするために

来所されました。 

１日目は、「本センターの歩み」「フィールド

ワーク」で地域の歴史について学びました。 

２日目は、中央人権福祉センター等で「孤

独・孤立」「麒麟のまち地域食堂ネットワーク

の取組」「ＬＧＢＴＱの取組」「市民への人権啓

発の取組状況」、その後、円通寺人形芝居伝

承館に場所を移して、伝統文化伝承活動を

学び、夕方から本センターで、保護者ＯＢ、

同推教員ＯＢを交えたグループワークを行

い、今後の地域の子どもたちの学びの場な

どについて活発な話し合いが行われ、学生

たちにとって有意義な夏合宿になりまし

た。今回、ご協力いただいた皆様、ありがと

うございました。 


